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１．県管理道路の通行規制について

台風１０号の接近により、暴風が発生することが予想されるため、下記の区間について、

全面通行止めを行う可能性がありますので、早めの行動をお願いします。

なお、各区間の規制箇所、規制基準については別添のとおりです。

通行止めの可能性がある目安時間は、台風１０号の規模や進路などを

基にしておりますので、今後の台風の規模や進路などにより、変更及び

通行止めを行わない場合があります。

実際の交通規制については、下記によりご確認ください。

●長崎県ＨＰ 長崎県管理国県道 道路通行規制情報

http://ijikanri.doboku.pref.nagasaki.jp/~kisei/dourokisei.html

●西海パールライン有料道路、ながさき女神大橋道路については、長崎県道路公社ＨＰ

http://www.nagasaki-dourokousha.or.jp/html/kisei.html



台風１０号に関する県管理道路等の通行規制

伊王島大橋
（一）伊王島香焼線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

女神大橋
（主）長崎南環状線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

頭ヶ島大橋
（主）上五島空港線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（二輪車以上の車両）

大島大橋
（主）大島太田和線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（二輪車以上の車両）

若松大橋
（主）若松白魚線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

鷹島肥前大橋
（一）鷹島肥前線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

西海橋
（国）202号
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

西海パールライン有料道路（国）202号
風速 15m/s以上（二輪車）

25m/s以上（二輪車以上の車両）

生月大橋
（主）平戸生月線
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

平戸大橋
（国）３８３号
風速 15m/s以上（二輪車）

20m/s以上（歩行者）
25m/s以上（二輪車以上の車両）

箕島大橋
（主）長崎空港線
現地の状況から判断

旭大橋
（国）202号
現地の状況から判断


